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        令 和５ 年２月 ６日  

 

 

横浜市会議長  

 清  水  富  雄  様 

 

減 災 対 策 推 進 特 別 委 員 会  

委 員 長  行  田  朝  仁 

 

 

減 災 対 策 推 進 特 別 委 員 会 報 告 書 

 

 

本委員会の付議事件に関して、活動の概要を報告します。  
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１  付議事件  

  減災及び防災対策の推進に関すること。  

 

２  調査・研究テーマ  

  テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対策の推進について  

 

３  テーマ選定の理由  

昨年度、「自助意識の向上を通じた命を守るための取組について」調査・研究

を行った。災害発生時に市民が主体的に、適切に行動するためには、それぞれが

必要とする情報を必要なタイミングで得られることが重要である。  

近年は、行政やマスメディアだけでなく、市民や事業者も情報の発信者となっ

ており、膨大にある情報の中から必要なものを取捨選択しなければならない状況

にある。  

Ｓｏｃｉｅｔｙ 5 . 0、Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ、ＤＸの実現を目指す現在の社会にお

いて、減災・防災対策にもテクノロジーやデジタル技術が活用され、新たな取組

も生まれている。市民が災害発生時に適切に行動するために求められる情報の在

り方とはどのようなものか、今後開発が期待される技術も含め議論していくこと

が大切である。  

そこで、今年度は「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対策の

推進」というテーマで調査・研究を行うこととした。  

 

４  委員会活動の経緯等  

（１）令和４年６月９日  委員会開催  

ア  議題  

令和４年度の委員会運営方法について  

  イ  委員会開催概要  

令和４年度の委員会運営方法及び調査・研究テーマ案について、意見交換

を行い、今年度の調査・研究テーマを「テクノロジーやデジタル技術を活

用した減災・防災対策の推進について」と決定した。  

ウ  委員意見概要  
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・様々な技術革新が生まれている昨今において、減災・防災の場にもそれら

の技術を活用していくという意味で、今年度のテーマは非常に時宜にかな

ったものである。一方で、様々な理由からそうしたテクノロジーやデジタ

ル技術とは距離がある市民に対しても、十分配慮した減災・防災対策を行

っていくべきである。誰一人取り残さない、ＳＤＧｓ社会の実現に向け

て、他都市の事例等も調査しながら建設的な議論を進めていきたい。  

・行政は、災害時に市民が適切に避難行動を行えるよう、迅速かつ正確な情

報発信を行う必要がある。しかしながら災害が発生した際には電気をはじ

めとしたライフラインが一時的に停止 してしまい、情報へのアクセスが困

難になることもある。そのような状況下における対応策という観点からも

調査・研究を行いたい。  

・防災技術や資機材そのものを含め、官民ともに日々技術革新 が進んでいる

昨今において非常に時宜を得たテーマである一方で、かなり幅広いことが

関わってくるため、今後の議論が散漫にならないよう整理していく必要が

ある。  

・本市は人口 3 7 0万人を超える巨大な都市であり、そうした規模で情報を伝

えきる必要があるという点を常に心しておくべきである。新しい技術を用

いた情報発信は必要かつ効果的なものだが、情報を 届けきれない部分をど

のように無くすのかを意識し、努力していかなければならない。  

・誰一人取り残さないという視点がやはり大切であり、テクノロジーやデジ

タル技術の活用によって、これまで届けられなかったところにも情報が届

けられるといった課題解決につながる議論にしていきたい。同時に、その

中で解決しきれない課題は顕在化させていくという視点も重要である。  

・議論を行う上で、現段階としてどのようなツールが提供されており、また

今後どのように提供していく予定なのか、まずは本市の現状を把握するこ

とが必要である。  

（２）令和４年９月 22日  委員会開催  

ア  議題  

調査・研究テーマ「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対  

策の推進」について  
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イ  委員会開催概要  

調査・研究テーマに関連する本市施策等について、次のとおり当局から説

明を聴取し、その後意見交換を行った。  

【説明局】総務局  

「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対策の推進について  

（風水害時の情報伝達における本市の取組）」  

  ウ  当局説明概要  

（ア）風水害時に命を守るため本市が発信する情報の種類  

   情報には次の４種類がある。  

     ①気象庁が発表する警報や特別警報、土砂災害警戒情報などの情報  

   ②河川の水位情報や河川カメラ画像などの情報  

   ③土砂災害や河川の増水等に対する避難指示などの情報及び直ちに避難

指示を発令する区域や災害発生の恐れのある区域に係る情報  

   ④命を守るための一時的な避難場所である指定緊急避難場所に係る情報  

（イ）風水害時の市民への情報伝達手段  

本市が使用する情報伝達手段 としては、テレビ、メール、ＳＮＳなど

様々な手段があるが、各手段ごとに性質が異なり、プッシュ型、 プル型、

個別性及び総覧性に分類する ことができる。  

プッシュ型は、情報の受け手である市民 に対して一方的に情報を発信す

るもので、Ｗｅｂページを除く手段に共通する性質である。プル型は、市

民自らが情報媒体へアクセスし入手するもので、テレビ等、ＳＮＳ、スマ

ートフォンアプリ、Ｗｅｂページが該当し、市民アクセス型ともいわれて

いる。  

個別性は、市民一人一人の状況に応じた内容を伝達できるもので、スマ

ートフォンアプリ、人的対応が該当する 。最後に総覧性は、複数の様々な

情報を一度に把握することができるもので、Ｗｅｂページが該当する。以

下、それぞれの情報伝達の方法である。  

  ａ  テレビ等による情報伝達  

Ｌアラートなど市から発信した情報を、テレビ、ラジオなどの放送事

業者等が受け取り、各社の情報媒体において発信するものであり、避難
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指示の発令といった緊急情報を発信する。  

  ｂ  ｔｖｋデータ放送  

テレビ神奈川の視聴者に対して、データ放送画面で避難指示の発令な

ど緊急情報を発信するものである。データ放送は他局でもあるが、こち

らは本市がプッシュ型で情報を掲示できることが特徴となっている。  

ｃ  メールによる情報伝達  

横浜市防災情報Ｅメールなど、登録者のメールアドレスに電子メール

で文字情報を伝達するもので、気象警報等や河川の水位情報のほか、避

難指示の発令等、緊急情報を発信する もので、登録者は約 12万人であ

る。  

ｄ  緊急速報メール  

 このサービスを行っている携帯電話事業者に限られるが、事業者を通

じて配信区域内にあるスマートフォンを含む携帯電話に強制的に電子メ

ールを送信し、文字情報を伝達するもので、避難指示の発令など緊急情

報を発信する。  

  ｅ  ＳＮＳによる情報伝達  

ツイッターなど、避難指示の発令など緊急情報のほか、気象警報、注

意報等や河川の水位情報などをツイートしており、フォロワーは約 22万

人である。  

  ｆ  スマートフォンアプリによる情報伝達  

横浜市避難ナビなどのアプリサービス利用者に気象警報・注意報等の

ほか、避難指示の発令など緊急情報を発信している。また、利用者がア

プリ内で事前に作成したマイ・タイムラインと連動した情報を発信する

機能もある。また、Ｙａｈｏｏ！防災速報のようにアプリサービス利用

者に、気象警報・注意報等のほか、避難指示の発令など緊急情報を発信

している。  

  ｇ  Ｗｅｂページによる情報伝達  

    本市のホームページでは災害時、トップページに避難指示の発令など

緊急情報を掲載している。災害関係情報をまとめたものとしては、横浜

市防災情報ポータルにおいて、気象情報、避難指示の発令などの緊急情
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報及び避難場所の情報等を広く掲載している。また、横浜市水防災情報

のサイトでは、河川水位情報及び河川カメラの画像を提供している。  

ｈ  音声、電話及びＦＡＸによる情報伝達  

    音声によるものとしては、区役所や地域防災拠点など市内 1 9 0か所に

設置されているスピーカーから必要に応じて避難に係る情報等を発信す

る防災スピーカーや、公用車の車載拡声器による避難指示の発令などが

ある。  

    電話一斉送信システムでは、区役所の固定電話から一斉に自治会・町

内会長等の登録電話番号に電話をかけ、自動音声にて避難指示の発令等

の音声伝達を行っている。こちらは市内 16区で運用しているものである

が、残りの２区は緑区及び泉区であり、職員が個別の訪問や連絡で対応

している。  

    また、聴覚障害者、災害警戒区域に所在する地下街及び 要配慮者利用

施設に対してはＦＡＸを用いた情報発信を行っている。これは気象警報

や河川水位情報、避難に係る情報等を区役所から発信するもので、全区

で運用されている。  

  ｉ  人的対応による情報伝達  

    戸別訪問として、具体的な危険が予想される場合など、状況に応じて

職員が直接訪問し、避難を呼びかけている。  

 

（委員会資料  抜粋）  
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（ウ）現状認識と情報伝達の考え方  

平成 30年７月豪雨では、死者・行方不明者合わせて 2 4 5名となった。こ

れを受けて避難の在り方が検討され、５段階の警戒レベルを用いた情報提

供が開始された。しかしながら翌年には、令和元年台風 19号により 1 0 7名

が犠牲になり、さらにその翌年には、令和２年７月豪雨により 86名の方が

犠牲になった。  

これらを受けて再び避難の在り方が検討され、令和３年５月の災害対策

基本法の改正により、避難勧告と避難指示が一本化された。しかし、その

２か月後の令和３年７月からの大雨では 27名の方が犠牲となる災害が発生

した。  

このように、我が国では毎年のように大規模な風水害が発生し、避難で

きなかったことにより多くの命が失われている。適切な避難行動を促進す

るためには、市民の意識も大切であるが、必要な情報を必要な人に適切な

タイミングで伝達することが 最も重要である。また、一人一人が持ってい

る情報収集手段や置かれている環境もそれぞれ異なるため、１つの手段で

は漏れが生じてしまう。こうしたことから、本市ではデジタル技術を活用

したものからアナログなものまで様々な手段で情報伝達を実施している。  

（エ）スマートフォンの普及とデジタルディバイドの現状  

    総務省の令和４年情報通信白書では、我が国におけるスマートフォンの

世帯保有率は、 2021年では 88.6％となっており、既に９割弱の世帯が 保有

している。その一方で、高齢者においては、 60歳代の 25.7％、 70歳以上の

57.8％がスマートフォン等を利用できておらず、他の世代に比べて、高齢

者はスマートフォン等で情報が受け取れない方が多いという現状がある。  
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（委員会資料  抜粋）  

 

（委員会資料  抜粋）  

（オ）情報入手に係る市民の意識  

   令和３年度横浜市民の防災・減災の意識取組に関するアンケート調査

の結果では、「あなたは、防災に関する緊急情報をどのような方法で入

手している又はしたいですか」という質問に対して、全ての年代で、７

割から８割弱の方が「テレビから情報を入手している（又はしたい）」

と回答している。また、 10代から 30代では、テレビに次いで、「防災ア

プリ、ツイッター、ＬＩＮＥから情報を入手する（又はしたい）」と回

答した割合が高い結果となっている  



 

 - 9 - 

 

（委員会資料  抜粋）  

（カ）これからの情報伝達のあり方と本市の新たな取組  

   命を守るためには、多くの手段で、できる限りそれぞれの状況に合っ

た情報を送ることが効果的で ある。また、デジタル技術の進展で、より

パーソナルな情報を伝達することが可能な時代になっている。さらに、

アンケート結果から分かるように、 10代から 30代では、アプリなどのツ

ールから情報を得たいと考えている市民が多く、今後も増えることが予

想される。  

   そうした現状を踏まえ、本市では、横浜市避難ナビの試行運用を開始

している。このアプリの特徴として、一人一人の避難行動計画であるマ

イ・タイムラインをアプリ内で作成することができるというものがあ

る。作成に当たっては、各種ハザードマップで御自身の住む場所の災害

リスクを確認でき、災害時は、事前に作成したマイ・タイムラインと連

動した避難情報がプッシュ通知で受け取れるほか、避難所へのルート案

内や開設状況をリアルタイムで確認することができ る。  

   一方で、スマートフォンを持っていない、または持っていても使いこ

なせない方が存在することも事実である。そのようなデジタルディバイ

ド、情報格差によって命が失われることがないようにしなければならな

い。また、様々なツールが普及しているものの、テレビが持つ情報伝達

の役割は依然として大きいことも、アンケートからうかがえる。  



 

 - 10 - 

   そうした現状を踏まえ、本市の取組として、テレビ・プッシュによる

情報伝達の実証実験を今後実施する予定である。これは、スマートフォ

ンを持たない方などを対象に、テレビによる緊急情報プッシュ通知の有

用性を検証するもので、イッツ・コミュニケーションズ株式会社との連

携協定に基づき、同社が提供するサービスを利用するものである。  

   もう一つの取組として、スマートフォンの貸与も検討している。渋谷

区では、 65歳以上のスマートフォンを所持していない住民にスマートフ

ォンを貸与する事業を開始しており、本市においても、こうした他都市

の取組などを調査しながら検討を進めている。  

（キ）大規模停電時の対策  

  ａ  情報伝達の役割分担  

    東京電力は、停電の発生状況を自社のホームページで発信するとと

もに、本市へ通報を行う。本市は、聴き取りによるものを含め、東京

電力からの情報を本市の情報伝達手段で市民に発信する。  

  ｂ  情報伝達手段ごとの停電時の使用可否  

 

（委員会資料  抜粋）  

  ｃ  停電対策に係る本市の計画  

    本市の計画としては横浜市緊急事態等対処計画と横浜市防災計画の

２種類がある。  

緊急事態等対処計画では、大規模広域停電対策として本市の事前対

策や緊急対策、また東京電力の対策を記載するとともに、体制の設置
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基準、組織構成及び実施事項等を規定している。令和４年５月 13日に

発生した市域内での広域停電時を踏まえ、設置基準を１万軒以上の停

電が発生し、復旧に３時間以上を要する場合、または１時間を超えて

も復旧のめどが立たない場合などに取ることと具体化し、同年６月か

ら運用を開始している。組織構成は、総務局危機管理室、消防局及び

警戒体制の責任者（危機管理部長）が指定する区局である。実施事項

は、情報収集の収集体制の確立、関係区局及び関係機関等との連絡体

制の確保、その他区局の状況に応じた措置としている。  

次に、防災計画では、震災対策編、風水害等対策編 及び都市災害対

策編それぞれに、各災害に付随する事象として、本市及び東京電力等

の対策を記載している。  

  ｄ  広域停電時の対応  

 令和４年５月 13日午後 10時 26分に青葉・緑・都筑３区で、合わせて

６万 4190件の停電が発生した。停電発生に伴い、緊急事態等対処計画

に基づく大規模広域停電警戒体制を確立し、該当区及び市民生活に影

響のある施設等を所管局と情報共有を行った。  

東京電力に対しては、停電の状況、原因及び復旧の見込みを聴取 す

るとともに、東京電力からの情報を基に、本市のツイッター及びホー

ムページで随時情報を発信した。  

ｅ  大規模通信障害に関する国の動き  

   消防庁から各指定都市消防本部等に対して、９月１日付で消防機関に

おいて、回線途絶時の対応等を確認するなど万全の体制を取ることとの

通知があった。  

   総務省では、非常時における事業者間ローミング等に関する検討会を

設置し、非常時における通信手段の確保に向けて、携帯電話の事業者間

ローミングをはじめ、Ｗｉ－Ｆｉの活用などの幅広い方策について検討

を行うこととしており、第１回目は９月 28日を予定している。  

   なお、本市の公共施設等におけるフリーＷｉ－Ｆｉの提供状況として

は、公共施設では、市庁舎の地下１階から３階、 11区の庁舎、地区セン

ター、図書館、スポーツセンター、横浜武道館などがある。また、公共
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空間では、みなとみらい地区５か所、横浜駅地区２か所、広告つき案内

サイン内蔵 24か所で提供しており、公共交通では市営地下鉄の駅構内、

市営バスで提供している。  

エ  委員意見概要  

・広域停電が発生した場合等、情報伝達手段が限られるような場合におい

ても、横浜市避難ナビは非常に有効なサービスであるため、各区局との

連携を取りつつ、広報等を通じてより多くの市民へ周知を行うべきであ

る。  

・テレビ・プッシュ型の情報伝達は、災害時には非常に有効な告知手段と

なるため 18区全体へ拡充するべきである。  

・区役所に設置されたフリー Ｗｉ－Ｆｉは、市民のみならず、市外から訪

れた方が期せずして市内で被災した場合にも重要な情報獲得手段とな

る。そのような事情も鑑みて、いち早く全ての区役所でフリー Ｗｉ－Ｆ

ｉ導入の整備を進めるべきである。  

・必要な情報を必要な人に適切なタイミングで伝達することが重要であ

り、ツイッターやホームページでの災害情報の掲載方法といった情報発

信の在り方について、わかりづらい部分は改善していくべきである。  

・発災後においては様々な条件から情報伝達の手段が限られてしまい、人

力で伝えていかなければいけない側面が強くなることが予想される。そ

のためアナログ的な情報伝達の手段については、特に発災後には特別の

位置づけとする必要がある。  

・横浜市避難ナビやテレビ・プッシュ型の実証実験について、区役所と連

携して地域住民に利用してもらい感想を聞くなど、より幅広く市民から

の意見を取り入れたうえで今後の取組に活かしていくべきである。  

・電話一斉送信システムについて、送信を行ったという事実確認だけでな

く、その情報伝達が適正に完了したか、ということまで確認ができるよ

うなシステムを構築するべきである。  

・大規模停電時には主たる情報伝達手段であるテレビが活用できなくなる

ため、ラジオが重要な役割を果たすことになる。災害情報の発信につい

てＦＭラジオ局と連携するといった取組を全市的に広げていくべきであ
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る。  

・大規模停電が発生した際、要支援者に対して適切に対応していくために

も健康福祉局との情報共有等、局を超えた連携が必要である。また、停

電時にはどのようなことができなくなるのか、といった情報発信を市民

に対して積極的に行っていくべきである。  

・広域停電対策の意識の変革を一つの契機として、市民の命を守る取組で

ある災害対策を、局横断的に推し進めていくべきである。  

（３）令和４年 11月 29日  委員会開催  

ア  議題  

参考人の招致について  

  イ  委員会開催概要  

    本委員会の付議事件に関連して、次回委員会において参考人からの意見聴

取を行うことを決定した。  

参考人：国立研究開発法人防災科学技術研究所   

総合防災情報センター  センター長  臼田  裕一郎氏  

 案件名：防災ＤＸの現状と展望について  

（４）令和４年 12月１日  委員会開催  

ア  議題  

（ア）防災ＤＸの現状と展望について  

（イ）調査・研究テーマ「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災

対策の推進」について  

イ  委員会開催概要  

  参考人の臼田  裕一郎氏から講演をいただいたのち、質疑を行い、その

後、調査・研究テーマについて委員会報告書構成案及び報告書のまとめにつ

いて意見交換を行った。  

ウ  参考人講演概要  

（ア）防災ＤＸの方向性と現実の課題  

ａ  デジタル田園都市国家構想基本方針  

2022年６月７日に閣議決定した基本方針においては、国家として今後

の社会を、Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ、Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ、  
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Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎの３つの方向へ進めていくべきとしており、その

内の重要な一要素として防災レジリエンスが掲げられている。その実現

のためにはサービス基盤が必要であり、さらに根本的にはデジタルイン

フラが必要であるということがうたわれている。また、この方針の中で

は、「防災・減災、国土強靭化の強化等による安心・安全な地域づく

り」が魅力的な地域を作るという枠組みの中で記述されており 、防災分

野を重要な位置づけとしていることがうかがえる。  

 

（委員会資料  抜粋）  

ｂ  デジタル社会の実現に向けた重点計画  

    国、独立行政法人、地方公共団体及び民間事業者等といった様々な主

体がサービス提供に関わっている分野を準公共分野と呼ぶが 、重点計画

では、この準公共分野のデジタル化を先行して推進することがうたわれ

ている。準公共分野には、インフラ、教育、モビリティ等様々なも のが

あるが、特に防災というのは、公共寄りの準公共分野とされており、準

公共分野の中で一番公共寄りの部分に位置づけられている。  

  計画にはデジタルを１つのキーワードとして７つの項目が記載されて

おり、その中に必ず防災というものは入っていることからも防災が重要

な位置を占めていることがわかる。  
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（委員会資料  抜粋）  

ｃ  科学技術・イノベーション基本計画  

科学研究をはじめ、大学や民間企業等で行う先端的に進めていくべき

技術開発、研究開発及びその方向が示されている計画であるが 、そこで

は新たな社会としてＳｏｃｉｅｔｙ 5 . 0が提案されている。その中で

「レジリエントで安全・安心な社会の構築」という項目として 防災・減

災が挙げられており、科学技術・イノベーションの分野においても重要

視されていることが分かる。  

ｄ  内閣府「防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言」  

 国の大きな方針としてデジタルと防災という枠組みがあり、科学技術

の分野においても防災は重要であるとされている。また、デジタル防災

新時代と称した、デジタル改革関連法成立等で直ちに可能となる生命を

守る災害対応力の飛躍的向上を目指すという提言もなされている。この

具体的な取組の記述については、「今すぐ実現するべきもの」と「今後

10年で実現するべきもの」の大きく二つに分かれている。  

 今すぐ実現するべきものの記述の中では、まず現状の課題認識として

「データ」、「ルール」、「システム・体制」の三つがあげられてお

り、それに対する政策の方向性が述べられている。方向性の１つ目は、

日本版ＥＥＩの策定である。 ＥＥＩとは、Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ  Ｅｌｅ

ｍｅｎｔｓ  ｏｆ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの略語で、災害時に使うべ



 

 - 16 - 

き共通の情報を意味しており、日本でも災害時に共有するべき基本的な

情報を明確化すべきという提言である。次に個人情報 「 2000個問題」の

解消である。これは各自治体が個別に行っている個人情報取扱の指針

を、国全体で統一・共通化していく必要があるという提言である。最後

に防災情報の収集・分析・加工・共有体制の進化である。ここでは、防

災デジタルプラットフォームの構築及び防災ＩｏＴの整備を進めるべき

と述べられている。  

 今後 10年で実現するべきものとしては、課題として災害発生が予測で

きない、現状が分からない、先が読めない、能力が分からないなどの問

題が挙げられている。これらは短期間で解決可能な課題 ではないため、

それらに対する長期的な政策の方向性として提言が３つ掲げられてい

る。１つ目は防災デジタルツインによる被災・対応シミュレーションで

ある。これはいわゆる現実の世界と同じものをデジタル空間の中で再現

し、そこで様々なシミュレーションを行うことで、社会を変えていくと

いうものである。２つ目はリアルタイムの情報共有で ある。これは安否

やインフラの情報などの現実の事象を可能な限りリアルタイムで把握

し、対応を進めるべきというものである。３つ目は 究極のデジタル行政

能力の構築である。これは、行政機関等を可能な限りオンライン化・デ

ジタル化することで、リソースを減らし、より迅速な対応を可能にして

いくことの必要性を述べたもである。  

 

（委員会資料  抜粋）  
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ｅ  災害対応の実態  

  災害対応の現場では、極限状態の中で、被害、復旧、要請等、様々な

状況を迅速に把握し、的確に意思決定・行動することが求められるた

め、情報が不可欠である。しかし、現場には現場で得られた情報しかな

く、被災情報を俯瞰的・総合的に把握できない等、情報共有が不十分な

まま、個々で災害対応を行っているのが現状である。  

 災害対応を迅速・的確に行うためにはいち早く被害の全容を把握する

必要がある一方で、被害の全容把握というものは困難を極めるため、適

切な対応を見極めることが非常に難しくなっている。  

 近年、府省庁・関係機関・学協会・企業・個人等からの情報発信は活

発化しているものの、情報は分散して存在しており、その精度や不確実

性はそれぞれ異なっている。そのため、情報を余すことなく防災に活用

する科学技術とそれを社会実装する方法を創出する必要がある。  

（イ）防災ＤＸへのはじめの一歩「ＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク）」

ａ  災害時情報共有の必要性  

災害時、個人や組織は基本的に順番を待って行動するのではなく、同

時並行に活動している。しかし、それぞれの保有している情報は異なっ

ており、同時にその状況認識も異なっている。そういった状況下では、

例えば支援組織がある地域に支援に入る際、複数の組織が同じ場所に行

ってしまう、逆に必要な場所に支援が行き渡らない、といった問題が生

じる可能性がある。そういった事態を避け、迅速・的確な災害対応を実

行するためには、個人・組織同士が情報共有によって状況認識を統一す

ることが必要である。  

  ｂ  ＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワーク）  

    情報共有は非常に重要である 一方で、現在既にそれぞれの組織が自身

の活動に必要なシステムを構築・運用しており、今後も各組織が活動す

るのに最適な形で改修がなされていく ことになる。そのような状況で、

全組織の全機能を有したシステムを新しく作ることは現実的な手法では

ない。それぞれ役割が異なる以上、それぞれの役割に応じたシステムの

運用や開発は継続させるべきである。ただしその中で、部分的であった
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としても、外部の組織と共有してもいい情報というのは少なからず存在

するはずである。したがって、情報共有のために全員が使うための巨大

なサーバーやビューアーを作るという ことではなく、各機関が共有可能

な情報を共通のパイプラインに流すことで、他の機関がその情報を取る

ことを可能にし、またそれぞれの活動ができる状態にしていく。そこを

目指した仕組みがＳＩＰ４Ｄである。  

    図の上側にあるものが流れているそれぞれの情報であり、下側でＩＳ

ＵＴというチームが、人的支援として現場での情報共有が行われるよう

サポートを行っている。  

 

（委員会資料  抜粋）  

  ｃ  ＳＩＰ４Ｄを介した情報共有の流れ  

災害が発生すると、各機関がそれぞれの所掌として情報を作成し、管

理を行う。その中で共有可能な情報がＳＩＰ４Ｄに共有されることにな

る。その後の情報の扱われ方としては大きく３つに分かれており、１つ

は、各機関が持っているシステムにそれらの情報が流れ、それぞれ活動

に必要なシステムに使われていくというものである。この流れが最も理

想的な形である。しかし、実際の現場では様々なニーズがあったため、

それに基づき改めて構築されたのが残り２つのビューアーである。  

    そのうちの１つはＩＳＵＴサイトというもので、災害対応機関限定

で、パスワードつきで提供されるビューアーとなっている。  
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    もう１つは防災クロスビューで、これはＳＩＰ４Ｄに入ってくる情報

の中で、一般公開可能な情報 のみを提供しているものである。  

 

（委員会資料  抜粋）  

  ｄ  ＳＩＰ４Ｄの社会実装に向けた動き  

2014年から実装に向けた取組を開始したが、当初システムができてい

ない段階で、各省庁や自治体を回り説明をしても受け入れられないこと

がほとんどであった。県の担当者からも、災害において研究者というの

は迷惑の存在であると言われたこともあり、現場に提供できるシステム

ができるまでは現場に入ることを控えるべきか、葛藤する時期もあっ

た。  

しかし、 2015年に茨城県常総市で鬼怒川が決壊し、市街地の浸水被害

が発生した際に、研究であるからこそむしろ失敗を恐れずに現場に入ろ

うと考え方に切り替え、初の災害対応を行った。その災害対応の中で、

現場でしか得られない情報がたくさんあり、また同時に外からの情報が

現場になかなか入ってこないという状況を改めて認識し、様々な支援を

開始した。  

2016年には熊本地震が発生したが、その際も、研究のスタイルとして

とにかく現場に入りできることから開始した。とはいえ、その時点では

災害対策本部に出入りする権限も有しておらず、廊下でパイプ椅子やパ

イプ机を使ったところからの活動であった。  

具体的な活動例としては、ＤＭＡＴからの病院を支援したいため道路

情報が欲しいという要望に対し、県庁が紙ベースで有していた道路の被
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害情報と、ＤＭＡＴが元々有している病院の情報を重ね合わせてデジタ

ル化し、提供するなどの活動を行った。  

このような形で、各省庁や自治体などの組織の要望をまず把握し、そ

れに応じて情報を集約し、各組織へ提供するという流れを繰り返し続け

ていた。この時点では、まだ自動化するというような対応はとても図れ

ない段階だったため、集約した情報をデジタル化し、フォーマットをそ

ろえ、地図化し、重ね合わせるといった作業をすべて手作業で行ってい

た。  

災害が起こる度に対応し、課題を把握し、システムをつくっていくと

いう同様の活動を毎年続けていく中で、当初あまり受け入れられなかっ

た考え方が、徐々に現場で働いている方々にも、情報の共有が可能なの

だと認識していただけるようになった。同時に、システムだけでは使う

側がそれを習得する必要が生じてしまうため、現地で迅速に対応するた

めの支援チームが必要となった。そこから、最初は防災科学技術研究所

の単独活動だったものが、 2018年から内閣府と共同チームとなり、現在

はＩＳＵＴという形で活動している。  

2019年になると、システムの精度もかなり上がり、部分的にではある

が自動化も可能になってきた。それにより現地で別々の組織が同じ情報

を持って使うようにもなってきており、当初の理想の形に近づいてい

る。  

例えば通信が途絶し、どこから復旧するかといった際、通信会社の使

用する参考の情報として、人が居住している、あるいは避難している地

域を優先的に復旧していく、といったことも考えることが可能であり、

実際に行われた事例もある。  

そして、 2019年にＩＳＵＴが、 2021年にＳＩＰ４Ｄが、それぞれ防災

基本計画に記載されることとなった。当初は受け入れてもらえなかった

取組が、ようやく国の根幹の計画に位置づけられ、これから本当の意味

でこの取組が進められていくと認識している。  
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（委員会資料  抜粋）  
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（委員会資料  抜粋）  
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（ウ）防災ＤＸの近未来  

  ａ  デジタルツインとフィードフォワード  

    デジタルツインとは、「デジタルの双子」という訳語 の通り、現実世

界で収集した膨大なデータを基に、まるで双子であるかのように、コン

ピュータ上でそれを再現する技術のことである。防災の分野においては、

まず現実の街をデジタル化で再現し、次にその中で様々なシミュレーシ

ョンを行い、最後にそれを基に現実世界 を変革していくという概念を指

している。特に、シミュレーションの段階に留まらず、現実世界の変革

にまでしっかりつなげていくことが重要である。  

    フィードフォワードとは、未来を予測して先手を打つことを指してお

り、過去のこれまでの取組を振り返り修正を行うフィードバックと対に

なる概念である。どちらかがよいということではなく、フィードバック

とフィードフォワードをあわせて、過去と未来の両面から現実を改善し

ていくことが必要である。  

  ｂ  ＳＩＰ４ＤからＣＰＳ４Ｄへの展開  

      これまでＳＩＰ４Ｄの取組が作ってきた世界というのは、サイバー空

間に情報があり、それを使いたいときに使うという Ｓｏｃｉｅｔｙ 4 . 0

の社会に属するものである。今後目指していくべきＳｏｃｉｅｔｙ 5 . 0

の社会では、情報を集約、解析し、それに基づき災害現場の活動を支援

する、そして最終的な意思決定を行う、といった一連の流れのサイクル

を自動でループさせていくことが求められる。現在、そういったサイバ

ーフィジカルシステムの防災版として、ＣＰＳ４Ｄという考え方 を提唱

している。  

      これは、フィジカル空間で発生している自然・社会の現象をリアルタ

イムで把握、サイバー空間上のデジタルツインで災害動態を解析し、そ

の結果からフィジカル空間で何をすべきかをフィードフォワードするこ

とで、災害対応のＤＸを実現する技術のことである。  

 具体的な流れとしては、まずＳＩＰ４Ｄから入ってきたデータをもと

に現実を再現する。次にその中で様々なシミュレーションを行う。その

シミュレーションの結果を用いて、今後何をしなければいけないかとい
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うことを提示する。最後に、それに基づいて動くことで現実を変えて い

く。この流れを生むことが、これからの防災ＤＸにおいては非常に重要

になる。  

 

（委員会資料  抜粋）  

 

（委員会資料  抜粋）  

（エ）結び  

ａ  講演内容の概略  

防災ＤＸの国の様々な構想や計画や提言 の中で、デジタルの政策の中

には必ず防災が入っており、一方で、防災の施策の中にはデジタルが入

っている。防災とデジタルが 相互に重要であるということは 、このよう

な記載の在り方からも明確である。  

しかし実際の災害現場では、情報があったとしても、活動する人々の
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間で流通しておらず、それらを活動に生かせていないというのが現実で

あった。  

防災ＤＸにおいて最も重要なことは活動する複数の組織同士が状況認

識を統一し、知らないという状態をなくすことである。これは頭ではわ

かることだが、なかなか進まないという実情があるため、誰かが率先し

て一歩踏み込んでいくことが必要だと感じ、その理念の下でＳＩＰ４Ｄ

の取組を進めていった。  

また、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5 . 0、サイバーフィジカルシステム、デジタル

ツインといったものは、先進的な用語ではあるが、考え方そのものは決

して先進的なものではない。フィードバックとフィードフォワードとい

う２つの考え方に基づいて、今の現実に対して何をするべきかを明確に

していくことが、ＤＸにおいては非常に重要である。  

    ｂ  終わりに：根幹があってこその実・花でなければならない  

      防災ＤＸの概念は、一本の木に例えることができる。防災ＤＸを進め

るにあたって、電気や通信というのは最も基礎的なインフラであるが 、

これは木にとっての太陽と水である。太陽がなければ循環は起きず、水

が循環しなければ、栄養であるデータが流れていかない。これらは最も

基礎的である一方で、各自治体が独自で確保していくことが難しいとい

う側面も持っている。  

      そのため、自治体にとって より重要なのは、木になるための根幹、つ

まり根と幹である。一般に防災におけるＤＸという話題になると、分か

りやすいアプリケーションや、先端的な技術やサービスといった点に注

目が集まりがちである。しかし、そういった技術やサービスは先端的す

ぎるあまり、現実に立ち返った際、その手前でやるべきことがたくさん

残されていた、といったことが起こりがちである。また、分かりやすい

アプリというのはよいものではあるが、そのデータが単一のアプリ内で

閉じてしまっている場合も多々ある。このようなアプリは、木における

花や実の部分にあたるが、花を咲かせ、実をつけるためには、やはり根

や幹がしっかりしている必要がある。なぜなら、根幹となる情報が流

れ、蓄積されて使える状態にするという部分が確立されていないと、ど
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れほどよいアプリケーションであってもＤＸとして役に立たずに終わっ

てしまうからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員会資料  抜粋）  

エ  委員意見概要  

・災害は発生してからの対応も大事だが、未来を予測して先手を打つことは

非常に重要であり、フィードフォワードという参考人の考え方に強く共感

した。また、行政としてフィードフォワードを実践するためには、専門的

なチーム等の設立が望ましい。  

・防災ＤＸの中で、被害状況だけでなく物資の供給についてもデータで解析

を行い、効率的な支援の実施をしていくべきである。  

・防災ＤＸの仕組みそのものはできつつあるため、各自治体がどのようにそ

れを運用していくかを判断することが重要である。  

・本市においても、災害発生時の情報共有を中心とした防災訓練を行うべき

である。  

・地域コミュニティの繋がりが以前に比べ希薄になりつつある ため、災害発

生時における行政の災害対応の体制を整えるだけでなく、平時に おける地

域防災の取組を充実させることも必要である。  

・防災ＤＸにより、災害の正確な予測が可能になってきているため、まちづ

くりを行う際には市全体を俯瞰し、防災の視点を取り入れて進める必要が

ある。  
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・防災のＤＸ化を進めていく中で、まずは電気や通信といったインフラの強

靭化が必要である。  

・災害時に迅速な情報の共有を行うためには、各主体が保有する情報のフォ

ーマットをそろえる必要がある。  

・災害時の要支援者等の人数を把握することは、災害の対策を講じるうえで

非常に重要である。  

・災害時に個人情報となるデータ等を活用するためにも、平常時の声掛けや

信頼関係の構築が重要である。  

（５）令和５年２月６日  委員会開催  

ア  議題  

調査・研究テーマ「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対

策の推進」について  

イ  委員会開催概要  

    本委員会の活動の経緯等を記載した報告書案について確認を行い、報告書

を確定した。  

 

５  テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対策の推進のまとめ  

今年度は、線状降水帯による記録的豪雨、過去最大規模の台風である台風 14号

など多くの災害が発生した。発災時に市民が主体的 で適切に行動するためには、

それぞれが必要とする情報を必要なタイミングで得られることが重要である。  

近年は、行政やマスメディアだけでなく、市民や事業者も情報の発信者となっ

ており、膨大にある情報の中から必要なものを取捨選択しなければならない状況

から、市民が災害発生時に適切に行動するために求められる情報の在り方とはど

のようなものか、今後開発が期待される技術も含め議論していくことが大切であ

る。  

そこで、今年度は、「テクノロジーやデジタル技術を活用した減災・防災対策

の推進」をテーマとし、当局からの説明聴取や参考人招致を行い、様々な意見を

伺うことで、デジタル技術等を活用した情報発信のあり方について調査・研究を

行った。  

（１）防災におけるデジタル化の現状  
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近年の災害の激甚化・頻発化に伴い減災・防災対策の取組は喫緊の課題であ

り、平時から様々な対策を講じることが求められている。  

科学技術の進展により、防災の分野においても様々な新しい取組が生まれ、

統合型の防災情報システムの構築、ＡＩによる災害予測及びＬＩＮＥやチャッ

トボットによる情報発信など デジタル技術を活用した防災の取組が数多く進め

られている。  

現在、国においても防災のＤＸ化が推進されており、本市でも「横浜市ＤＸ

戦略」で防災を先行して取り組む重点分野に位置づけ 、令和４年から試行運用

を開始した横浜市避難ナビや 、地域ＢＷＡ（地域広帯域移動無線アクセス）の

利用によるインターネット環境がない方に対しても 行えるテレビプッシュサー

ビスの実証実験など様々な情報発信を行っている。  

（２）今後の取組の方向性  

このような状況を踏まえ、これからの減災・防災の取組においては、デジタ

ル技術の活用を含め様々な情報伝達手段の長所を最大限活用し、重層的な情報

発信を行っていく必要があるが、情報の錯綜は市民の適切な行動に支障をきた

す。そのため、各組織の情報共有が大切であるが、大規模災害発災時の現場に

おいて各組織の持っている情報や状況認識が異なり、 情報発信のタイミングや

内容が不十分となる可能性が考えられる。  

各組織がそれぞれの目的や必要性をもって収集している情報の統合を今すぐ

実現することは難しいが、ＳＩＰ４Ｄのような既存のプラットホームを活用し

情報の一元化を目指していくことが望まれる。  

また、仕事や観光により一時的に本市に滞在している方々も被災者となりう

る。その際、公共施設などに通信設備が整っていることで、情報へアクセスす

る拠り所となり、適切な行動につなげられるとともに、安心感も与えられる。

本市では現在、市庁舎などの公共施設、広告付き案内サインや地下施設などの

公共空間、市営地下鉄などでフリーＷｉ－Ｆｉの提供が行われているが、大勢

が同時に接続した場合を想定し、さらに拡充していくことは基盤整備として重

要である。  

（３）終わりに  

ここまで述べてきたようなテクノロジーやデジタル技術を活用した取組の推
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進には課題も存在する。新たな技術の導入やインフラ整備には多大な費用が発

生し、各組織が保有する情報の統合にもコストを要する。また、情報発信を行

う際にも、常に情報格差や誤情報・偽情報への対応などにも意識的に備える必

要がある。さらには、発災後には様々な条件から情報伝達の手段が限られる可

能性があるため、常に重層的な情報伝達を可能にしておかなければならない。

同時に、減災・防災分野における施策は多岐にわたるため、日ごろから局横断

的な連携を図ることも必要となる。  

災害はいつ起こるかわからず、いつ誰が被災者となるか分からない。また 、

実際に起こった時には、対応のわずかな遅滞によって、多くの人命が失われる

可能性もある。災害発生時には市民も自 分事として適切に行動するための情報

を収集していくことが重要であり、そのためには自助・共助の 意識を向上させ

る取組を進めていく必要がある。  

  当局におかれては、組織間における情報共有の促進による迅速かつ的確な情

報受伝達体制の構築や、市民が災害時に情報を取得できるための手段を引き続

き検討し、発災時に一人でも多くの命が救えるよう 、日進月歩のテクノロジー

やデジタル技術について今後の動きを注視しながら、取組を推進してもらうこ

とを期待する。  
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